
討討

論論

限
り
あ
る
財
源
は
夢
と
活
力
あ

ふ
れ
る
元
気
都
市
東
大
阪
の
実

現
に
向
け
た
主
要
施
策
に
振
り

か
え
る
べ
き
。
以
上
の
理
由
に

よ
り
反
対
す
る
も
の
。

真

実

の

会

人
事
院
勧
告
に
伴
う
議
案
に

対
し
て
反
対
す
る
。
中
長
期
財

政
収
支
見
込
で
は
、
平
成
三
十

九
年
度
ま
で
単
年
度
収
支
、
実

質
収
支
と
も
に
マ
イ
ナ
ス
が
続

き
、
地
方
債
残
高
は
平
成
二
十

九
年
度
に
は
一
九
〇
五
億
円
と
、

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
二
百
億

円
近
く
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
。

更
に
、
ゴ
ミ
の
有
料
化
等
に
伴

う
市
民
負
担
増
や
防
犯
カ
メ
ラ

設
置
補
助
金
廃
止
等
市
民
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
予
算
が
削
減
さ

れ
る
中
、
職
員
給
与
ア
ッ
プ
は

時
期
尚
早
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
大
阪
府
で
は
独
自
に
人
事

委
員
会
を
立
ち
上
げ
本
年
度
は

給
与
を
下
げ
る
と
な
っ
て
い
る
。

東
大
阪
市
の
給
与
水
準
が
適
正

か
ど
う
か
議
論
を
始
め
る
時
期

が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三

十
年
度
の
人
事
院
勧
告
で
、
職

員
給
与
を
上
げ
る
た
め
に
必
要

と
す
る
総
額
は
約
十
億
六
千
万

円
と
な
っ
た
。
本
市
の
財
政
難
、

人
口
減
少
、
超
高
齢
社
会
突
入

で
、
若
い
世
代
が
貧
困
に
陥
り
、

夢
や
目
標
が
叶
え
づ
ら
い
状
況

に
あ
る
中
、
一
円
で
も
多
く
市

民
に
還
元
し
、
市
民
満
足
を
よ

り
高
い
水
準
に
引
き
上
げ
て
頂

き
た
い
。
今
後
、
人
事
院
勧
告

で
職
員
給
与
の
ア
ッ
プ
に
賛
成

で
き
る
時
代
を
つ
く
る
こ
と
を

誓
い
反
対
と
す
る
。

十
二
月
二
十
五
日
議
決
案
件

日

本

共

産

党

東
大
阪
医
療
セ
ン
タ
ー
貸
付

金
約
三
億
七
千
万
円
に
つ
い
て
、

市
の
特
別
会
計
に
て
借
り
入
れ

を
行
い
、
医
療
セ
ン
タ
ー
へ
貸

し
付
け
、
手
術
支
援
ロ
ボ
ッ
ト

「
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
」
購
入
費
用
に
充

て
る
と
い
う
も
の
。
最
新
技
術

を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
は
賛
成

す
る
が
、
そ
の
効
果
と
中
長
期

財
政
運
営
上
の
見
通
し
、
及
び

評
価
も
併
せ
て
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。医
療
セ
ン
タ
ー
の
二

十
九
年
度
決
算
で
は
約
三
億
三

千
万
円
の
赤
字
で
あ
る
と
と
も

に
、
健
康
部
の
試
算
で
は
導
入

に
よ
る
黒
字
が
六
年
間
で
僅
か

四
百
八
十
七
万
円
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
診
療
報
酬
等
に
よ

り
赤
字
と
な
る
手
術
が
増
え
る

可
能
性
が
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

更
な
る
赤
字
の
懸
念
が
あ
る
。

更
に
、
ロ
ボ
ッ
ト
手
術
が
で
き

ず
、
患
者
が
他
の
医
療
機
関
で

治
療
を
受
け
て
い
る
と
の
説
明

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
拠
も
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。以

上
の
点
か
ら
も
中
長
期
財
政
運

営
を
見
通
す
こ
と
が
困
難
で
あ

り
反
対
す
る
。
な
お
、
手
術
支
援

ロ
ボ
ッ
ト
は
既
に
納
入
済
で
あ

る
こ
と
が
判
明
。
購
入
に
対
す

る
直
接
議
案
で
は
な
い
が
、
議

会
議
論
の
前
提
を
崩
す
こ
と
に

も
つ
な
が
る
重
大
問
題
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
職
員

給
与
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
、
部
長
級
以
上
に
相
応
し
い

幹
部
が
少
な
い
こ
と
か
ら
導
入

す
る
と
し
て
い
る
が
、
五
十
代

前
半
の
職
員
が
数
年
で
半
減
し

て
い
る
こ
と
は
、
人
件
費
総
量

抑
制
の
も
と
で
、職
員
採
用
を
計

画
的
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
、
過
去
に
縁
故
採
用
等
を
行

っ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

再
任
用
の
部
長
級
以
上
の
職
員

が
正
規
職
員
の
七
〜
八
割
程
度

の
待
遇
と
な
る
こ
と
が
続
く
と
、

若
い
職
員
の
意
欲
を
削
ぐ
事
に

つ
な
が
る
と
危
惧
し
、
数
年
間

と
い
う
時
限
的
か
つ
慎
重
に
運

用
す
る
よ
う
求
め
る
。
次
に
、

一
般
会
計
補
正
予
算
第
四
回
に

つ
い
て
賛
成
す
る
が
、
以
下
の

点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
ま
ず
、

四
条
図
書
館
に
つ
い
て
、
一
年

を
超
え
る
文
化
複
合
施
設
工
事

の
間
、
閉
館
す
る
と
し
て
い
る

が
、
地
域
住
民
に
対
す
る
説
明

と
と
も
に
、
仮
設
図
書
館
等
を

検
討
す
べ
き
。
次
に
、
家
庭
ご

み
収
集
運
搬
業
務
委
託
に
つ
い

て
、
直
営
体
制
を
減
ら
す
中
で
、

大
規
模
災
害
へ
の
対
応
や
不
測

の
事
態
に
対
す
る
危
機
管
理
体

制
を
ど
う
構
築
す
る
の
か
、
そ

の
対
応
を
体
制
の
う
え
で
担
保

す
る
た
め
の
市
直
営
体
制
の
維

持
と
、
委
託
業
者
へ
の
管
理
・

監
督
等
責
任
あ
る
対
応
を
求
め

る
。
次
に
、
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て
、公
募
に
当
り
二
度
連

続
し
て
一
者
の
み
の
応
募
と
な

っ
て
い
る
。
相
談
事
業
等
を
担

え
る
団
体
は
少
な
く
、
ま
た
セ

ン
タ
ー
の
役
割
を
鑑
み
て
、
直

営
・
非
公
募
も
含
め
見
直
し
が

必
要
。
最
後
に
請
願
に
つ
い
て
、

二
請
願
は
市
民
の
切
実
な
願
い

で
あ
り
、
そ
の
思
い
を
受
け
止

め
早
期
に
採
決
す
べ
き
で
あ
り
、

継
続
審
査
に
は
反
対
す
る
。

自

由

民

主

党

東

大

阪

再
任
用
職
員
の
部
長
職
と
し

て
の
雇
用
が
可
能
に
な
る
給
与

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は

反
対
。
一
点
目
に
、
平
成
二
十

五
年
第
四
回
定
例
会
に
お
い
て

同
様
の
議
案
が
上
程
さ
れ
、
総

務
委
員
会
で
再
任
用
職
員
に
重

責
を
求
め
る
こ
と
の
是
非
、
給

与
形
態
の
問
題
、
職
員
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
維
持
の
問
題
な
ど

激
し
い
議
論
、
並
び
に
多
く
の

指
摘
が
さ
れ
た
。
し
か
し
、
会

期
中
に
結
論
が
出
ず
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
な
り
、
そ
の
後
も

審
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、

平
成
二
十
六
年
第
一
回
定
例
会

に
お
い
て
総
務
委
員
会
で
の
指

摘
を
踏
ま
え
原
案
の
一
部
訂
正

が
さ
れ
た
後
、
全
会
派
一
致
で

可
決
さ
れ
た
経
過
が
あ
る
。
当

時
と
状
況
が
大
き
く
変
わ
ら
な

い
中
、
こ
の
よ
う
な
提
案
を
行

う
こ
と
は
、
議
会
の
意
思
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
行
為
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
二
点

目
に
、
な
ぜ
再
任
用
職
員
を
要

職
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
が
生
じ
た
の
か
、
若
手
職

員
の
育
成
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、

職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
管
理

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
こ
れ

ま
で
の
人
事
施
策
に
つ
い
て
問

題
は
な
か
っ
た
の
か
な
ど
、
し

っ
か
り
と
検
証
作
業
を
行
い
、

今定例会で可決された補正予算の主な事業

◎平成３０年度一般会計補正予算（第４回）

○産業技術支援センター整備事業 ４，０００万円

市立産業技術支援センター空調改修工事費

★債務負担行為 （期間：平成３１年度まで）

○経営体育成支援事業 ５，６００万円

台風２１号による被災農業者に対する支援補助金

○生活困窮者自立支援事業 ５，７００万円

生活困窮者に対して実施する自立支援相談、就労支援等にかかる委託料

★債務負担行為 （期間：平成３３年度まで）

○生活保護受給者自立支援事業 ５，４００万円

生活保護受給者に対して実施する自立支援相談、就労支援等にかか

る委託料 ★債務負担行為 （期間：平成３３年度まで）

○子ども・子育て支援事業 ９００万円

第２期子ども・子育て支援事業計画策定委託料

★債務負担行為 （期間：平成３１年度まで）

○ごみ収集処理経費 ８億２，１９９万７千円

家庭系ごみ収集業務委託料

★債務負担行為 （期間：平成３６年度まで）

○幼稚園整備事業 ２，０９０万円

市立幼稚園４園にかかる空調整備工事費

○幼稚園整備事業 ２，１００万円

（仮称）岩田こども園にかかる空調整備工事費

○公共施設再編整備事業 １，２００万円

文化複合施設整備にかかるアドバイザリー業務委託料

★債務負担行為 （期間：平成３２年度まで）

（
次
頁
へ
つ
づ
く
）

平成３１年２月１５日東 大 阪 市 議 会 だ よ り第２００号（３）


